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「おでかけ復興」をもたらす
地域公共交通の力

ー実現方策としての「共創」のあり方ー

① 自家用車の運転可否による活動機会の格差

地方の生活者は、自家用車の保有で高いモビリティを獲得

 クルマの運転を「身体機能が低下するまで」続ける実態

② 多くの市民は「移動の問題」を「自分ごと」に捉えにくい

③ 移動ニーズの小口化と多様化

駅、総合病院など「最大公約数」の目的地以外のニーズが拡大

⇔個別化された交通サービスに注目も，単体の黒字化は困難

クルマ以外の選択肢を求める若者層・・・居住地選択にも影響

「くらしの足」の諸課題ー「唯一解」はない

④ 「収益事業」の限界 × おでかけ需要回復の不確実性

コロナ禍で「内部補助」の限界が露呈⇒大都市圏でも減便

「くらしの足」を支える担い手（運行＋運営の双方）の不足が顕著に

 人口減少 ＋ 「支える人」と「使う人」の分離が進むコロナ禍

愉しい「おでかけ」が遠ざけられたCOVID-19禍



■ 「基本要素」が不十分だから，選ばれない

自家用車以外の手段が「選ばれない」理由

デマンド交通，AI，シェアリング，MaaS，自動運転，MM・・・

⇒「注目」の陰で，「本質的課題」をオブラートに包んでいないか

地域モビリティの基本要素： 経路（区域），時刻（ダイヤ） × 価格

⇒「使えない」公共交通を地域社会が生み出す構図が存在

地域住民との「対話」・・「誰の」声かを読み解くことが必要

■ 政策目的が「自分ごと」にされにくい

「高齢者の移動手段確保」「財政負担軽減」「利用促進」・・・

⇒車保有が前提の生活 ⇔ 好んで運転しているとは限らない

地域の移動確保を支える主体（コストシェアリング）が不明確

■ 利用までに「不安」が多く，選ばれない

検索できない＝サービスが無い／現地で迷う⇒他者へ勧めない

⇒地域公共交通は「経験財」。「見せ方」と「魅せ方」で変革を

利用者減

サービス
低下

利用者
逸走

 現行サービス水準下での「利用促進」
 公共交通会議等での「対話」
 体験乗車・企画切符・バスパック等
 「見せ方」改革：バスマップ，停留所の

掲示改良，GTFS化・・・

利用者減の
「予防薬」

(狭義のMM)

 地域公共交通の「基本要素」を再構成
 経路（区域）・時刻（ダイヤ）の改変
 「魅せ方」改革：サービスを「束ねる・

掛け合わせる」。「拠点」の設定
 乗合バス事業の生産性向上

地方行政と
交通事業者の
パートナーシッ
プの実質化が

不可欠

 地域公共交通を起点に交流機会を創出
 交通以外の産業，都市計画との連携
 生活や回遊スタイルの提案（「おでか

け」のきっかけづくり）

目的（地）との
連携が

問われる

『悪循環』を打破するために



公共交通需要とおでかけ需要は密接な関係

■ 家計支出増減率の推移（総務省統計局「家計調査」より吉田分析）

2000年の同四半期からの増減率を集計。家計に占める自動

車等維持費は３割増。一方，公共交通運賃等は一貫して減少

２０２０年以降，外食費と公共交通運賃等の増減が高い相関

ポストコロナの地域交通は「おでかけの提案」が鍵

■ 交通政策基本法（2013.12.4施行（下記は改正法でも踏襲））

（交通に関する施策の推進に当たって基本的認識）

第二条 交通に関する施策の推進は、交通が、国民の自立した日

常生活及び社会生活の確保、活発な地域間交流及び国際交流並

びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するもの・・・以下略

① 「生活」を支える地域モビリティ→「くらしの足」

＞ 移動手段として公共交通サービスが「使える」ことの重視

② 「交流」を支える地域モビリティ→「おでかけの足」

＞ 観光者と観光対象をつなぐ交通

＞ 自ら交通して活動する機会（「おでかけ」固有の価値）

市⺠のくらしを守り、おでかけを提案する地域交通を
ビジネス(経済)と合意形成(社会)を組み合わせ
創り，育てる仕組みづくり︓地域交通デザイン

「地域交通デザイン」に求められる視点



■ 市街地の拠点施設を「ターミナル」に（岩手県北上市）

市街地の複雑な経路を見

直し。全路線が百貨店脇の

停留所（本通り２丁目，本石町

１丁目）に停車するように

店舗内にバス接近表示シ

ステムと待合場を配置

「⼈が集まる場所」と「ネットワークの拠点」を重ねる

「見せ方」改革で『おでかけウェルカム』へ

■ 「まちなかターミナル」による市街地の回遊性向上

第39回総合的交通基盤整備連絡会議
北上市発表資料（2018.8.7）

「見せ方」改革で『おでかけウェルカム』へ
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⽇常の移動ニーズ

■ 「ビジネス」に加え「共創」が選択肢となることへの期待

各プレイヤーの「守備範囲」を少し拡げあう（「のりしろ」をつく

る）ことで，「くらしの足」の課題は緩和できる。

交通
事業者

プレイヤーの「暗黙の守備範囲」
で生じる「ニッチ」（隙間）
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交通
事業者

⽇常の移動ニーズ

守備範囲の「少し外側」
に⽬を向ける

多様な主体の「のりしろ」をどうつくり，繋げるか︖

「くらしの足」の課題を緩和するために
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廃止減便の
カミングアウト

「経営努力を・・・」

自社負担の運行もあり，内部留
保に乏しく、「投資」できない。

行政運営型の以外の公共交通には無関
心になりがち。財政出動を減らしたい。

要望以外には、ほとんど関
与しない（機会もない）が，
利用したい時にサービス
がなければ困る。そして，
廉価な運賃を望む。

都道府県
国

「くらしの足」の
確保

■ 日本の公共交通は「コストシェアリング」の視点が弱い

一律の政策・制度は限界
⇒「協議会」方式の重視

これでは「共創」は生まれない



■ ポイントは「できること」を紡ぎあげる

「⼩さな⾜がかり」から「⼤きく育てる」ことが必要

知恵
をだす

「くらしの足」を
創る・育てる

施設提供・広告物の作成
自らが運転・運行・予約管理

「くらしの足」で支える対象を明確にする
上記に応えるサービス内容を立案する

乗って支える（運賃収入）
乗らない人も支える（会費
や協賛金）

チカラ
を貸す

カネ
で支える

「くらしの足」を創り，育てる仕組みづくり

■ 周辺を運行している車両をうまく使う

国際興業バス「間野黒指線」の運行空白時間（６時間）を医療法

人の送迎車両に地域住民が相乗り。週１日の運行で開始。

 地域住民は「利用登録」が必要

 飯能市は，利用者に対する保険に加入

「できること」から小さく始める

知恵



■ 乗用タクシーを活用した「おきタク」

山形県南陽市沖郷地区は「地域公共交通運行協議会」を組織。

メータ運賃の差額を市・地域で補填し，定額制タクシーを運営。

 乗降可能な目的地，時間帯は限定。前日までに予約必要。

 町内会費「年２００円」上乗せ。運賃＋会費で５０％を目指す。

知恵 カネ

「できること」から小さく始める

【事例】 十勝バス： 大空団地での「共創の足がかり戦略」

空き店舗に焼肉店「にくや大空」を開

店。昼間時は，コミュニティカフェに。

 地域課題の発見・プレイヤーの発掘

バス車両の後部を「店舗」に改造した

「マルシェバス」実証実験

 市内異業種との結びつきを強化

地域公共交通による「おでかけ」の提案

⽣活スタイルの提案から，地域の信頼を創造する
新たなモビリティサービスが受容される契機に



「共創領域」を豊かに 但し「共創」は目的に非ず

地域モビリティのビジネス
 収益事業の公共交通（⾼速乗合・貸切バス，⼤
都市圏の鉄道・バス，地⽅都市圏の基幹的な鉄
道・バス，流し主体地域のタクシー）

 MaaS系ベンダーもビジネス化を志向も，モビ
リティ起業家がなかなか⽣まれない

地域モビリティのインフラ
 ⽣活⽀援の交通サービス（地域必需不採算路線
＋⾮流し地域のタクシー，⾃家⽤有償も）

 地⽅公営企業や第三セクターのサービス提供
 公共交通等のデータ基盤（オープン化）

 交通事業者との「質保証契約」（補助から投資へ）
 同業他社・異業種との価値創造（密（蜜）度の経済）
 インフラをビジネスのトリガーに（範囲の経済）

「モビリティハブ」など道路側との連携＋公共交通の対象拡⼤
 ⽣活⽀援の交通サー
ビスを社会で⽀える
視点（地域公共交通
計画で合意形成）

 サービス提供が不効
率になることの懸念

 交通事業者がチャレ
ンジできる×モビリ
ティビジネスを育て
る制度転換が必要

 交通事業者の囲い込
み型のモデルとは異
なる⽂脈が必要

共創
領域


